
○津幡町福祉センター条例 

昭和４９年１０月１日 

条例第４５号 

改正 昭和５１年３月２５日条例第１０号 

昭和５７年３月２３日条例第９号 

昭和５７年１２月２０日条例第２７号 

昭和５９年３月２６日条例第３号 

昭和６３年１２月２３日条例第２３号 

平成元年３月２４日条例第８号 

平成１１年１２月１０日条例第３０号 

平成１２年９月８日条例第５１号 

平成１３年３月１５日条例第４号 

平成１６年１２月１０日条例第３１号 

平成１７年９月１２日条例第２９号 

令和２年９月１４日条例第２４号 

（目的及び設置） 

第１条 津幡町は、本町住民の福祉及び生活の維持向上を図ることを目的として住民の利用に供

するため、津幡町福祉センター（以下「センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 津幡町福祉センター 

位置 津幡町字加賀爪ニ３番地 

（開館時間） 

第３条 センターの開館時間は、午前９時から午後９時３０分までとする。ただし、町長が特に

必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（休館日） 

第４条 センターの休館日は、１２月２９日から翌年１月３日までとする。ただし、町長が特に

必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。 

（利用の制限） 

第５条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入場を拒み、又は



退場を命ずることができる。 

（１） 利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 

（２） 危害を及ぼす物品又は動物を携行する者 

（３） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者 

（４） その他管理上の指示に従わない者 

（使用の承認） 

第６条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

（２） 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認め

られるとき。 

（３） その他センターの管理運営に支障があると認められるとき。 

２ 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の承認の際、必要な条件を付す

ることができる。 

（使用の承認の取消し等） 

第７条 町長は、前条の規定により使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各

号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若し

くは使用条件を変更することができる。 

（１） 前条第１項各号のいずれかに該当するとき。 

（２） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（３） 使用の申請に偽りがあったとき。 

（４） 災害その他やむを得ない事情があるとき。 

（使用料） 

第８条 使用者は、別表に定める使用料を使用の承認の際、前納しなければならない。ただし、

町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（使用料の減免） 

第９条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。 

（使用料の不返還） 

第１０条 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特に理由があると認めるときは、その全

部又は一部を返還することができる。 



（権利の譲渡等の禁止） 

第１１条 使用者は、使用の承認によって生ずる権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（特別の設備） 

第１２条 使用者は、センターの使用に際し、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町

長の許可を受けなければならない。 

（原状回復義務） 

第１３条 使用者は、センターの使用を終えたときは、直ちにその設備その他を原状に復さなけ

ればならない。使用の取消し又は使用の中止を受けた場合も同様とする。 

２ 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わって執行し、その費用を使用

者から徴収する。 

（損害賠償） 

第１４条 使用者は、故意又は過失によってセンターの施設、設備等を損傷又は滅失したときは、

町長の定める額を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認

めるときは、その全部又は一部を免除することができる。 

（規則への委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５１年３月２５日条例第１０号） 

この条例は、昭和５１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年３月２３日条例第９号） 

この条例は、昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年１２月２０日条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年３月２６日条例第３号） 

この条例は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６３年１２月２３日条例第２３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年３月２４日条例第８号） 

この条例は、平成元年４月１日から施行する。 



附 則（平成１１年１２月１０日条例第３０号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年９月８日条例第５１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年３月１５日条例第４号） 

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１２月１０日条例第３１号） 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年９月１２日条例第２９号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年９月１４日条例第２４号） 

この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

別表（第８条関係） 

津幡町福祉センター使用料 

区分 午前 

午前９時～正午 

午後 

午後１時～午後５時 

夜間 

午後６時～午後９時

３０分 

全日 

午前９時～午後９時

３０分 

第１研修室 ２，３００円 ３，０００円 ２，６００円 ７，９００円

第２研修室 １，０００円 １，３００円 １，１００円 ３，４００円

第３研修室 １，０００円 １，３００円 １，１００円 ３，４００円

相談室 ５００円 ７００円 ６００円 １，８００円

大ホール ６，９００円 ９，２００円 ８，９００円 ２２，５００円

備考 

１ 夏期間及び冬期間は、冷暖房料として各区分ごとに当該区分の使用料の額に１００分の

４０を乗じて得た金額を加算する。 

２ 町民以外の者が使用する場合は、当該使用料の額に１００分の５０を乗じて得た金額を

加算する。ただし、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条の規定による使

用の場合を除く。 

３ 営利宣伝の目的で使用する場合は、当該使用料の額に１００分の１００を乗じて得た金

額を加算する。 



４ ２及び３を適用する場合において、重複して該当するときは、それぞれの項における倍

率を乗じて得た額を加算する。 

５ 特別な設備をしたことに伴い新たな経費を要する場合は、時価相当額を加算する。 

６ 使用時間には、準備及び原状回復等使用に必要な一切の時間を含むものとする。 

７ 使用時間がやむを得ない理由により、この表の使用時間の区分による時間を超過する場

合の超過時間に対する使用料は、その超過時間が午前９時以前の場合及び正午以後の場合

は午前の金額を、午後９時３０分以後の場合は夜間の金額を時間割により徴収する。この

場合において、その超過時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間とする。 

８ 使用料の額に１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 

 


